
※ご記入いただいた個人情報は、講演会・オリエンテーション開催のためのみ使用し、他の
目的に使用したり第三者に提供することはありません。

13:30～15:00□

連絡先

歳　

備考欄
（車イス利用、手話・要約筆記利用の方などは、その旨ご記入ください）

ふりがな

住　所

年齢

〒　　　－

お名前

参加希望
希望研修にﾁｪｸを
お願いします □ 15:10～15:50

市民後見人活動参加希望者オリエンテーション
※7/29実施の「市民後見人養成講座に関する
県民講座」を必ず受講してください。

8月8日（土）

成年後見制度講演会 8月8日（土）

会場案内図

ファックス用申込用紙（福山市社協 権利擁護支援センター行)

FAX：(084)928-1331

(切らずにこのままファックスで送信してください)

成年後見制度講演会・事前説明会申込書
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福山市集合型研修参加申込 

市民後見人活動に参加したい 
今は市民後見人活動に参加できない

が、知識を身に着けておきたい 

7/29(水) 広島県主催：市民後見人等養成講座に関する県民公開講座 

オンデマンド受講参加申込

※福山市においては、市民後見人活動に参加するには、「市民後見人
活動参加コース」を修了する必要があります。

8/8(土) 福山市事前説明会（対面）福山すこやかセンター 

※３・４ページ参照 

集合型研修 
9/19(土)・9/26(土)・10/3(土)・10/10(土) 

10/24(土)・10/31(土)・11/7(土)・11/14(土) 

11/21(土)・11/28(土) 

別途 11/16(月)～11/30(月)のいずれかで対面演習を予定 

※日程は配信の都合により変更の可能性があります。
詳細のカリキュラムは社会福祉協議会 HPに掲載予定

オンデマンド研修
9月～11月頃

広島県修了認定 

福山市修了認定 

●市民後見人活動参加コース ●広島県養成 オンデマンド受講コース

参加受付(受付期間 7/17(金)～8/20(木)※予定)：福山市社会福祉協議会 

≪注意≫ 

※知識習得コース（オンデマンド）に関する問い

合わせについて 

●知識習得コース（オンデマンド）に関する一切

については次へお問い合わせをお願いします。 

株式会社東京リーガルマインド事務局(受託業者) 

ＴＥＬ 080-9648-3041  

メール hir-hrd@lec-jp.com

対面（広島市内）及びオンライン（ウェブ会議システム）※２ページ参照 

社会福祉法人 福山市社会福祉協議会 

権利擁護支援センター 

TEL：084－928-1353 FAX：084－928-1331 

メール f-shakyo@blue.ocn.ne.jp

福山市における受講の流れ 

中面チラシを 

ご覧ください。 

広島県修了認定 
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※福山市において、市民後見人として活動を希望される方は、①市民後見人等養成講座に係る県民公開講座

②成年後見制度講演会の両方を必ず受講する必要があります。

①
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成年後見制度講演会

テーマ

講 師

日 時

会 場

2026年(令和8年)8月8日(土) 13：30～15：00

福山すこやかセンター1F 多目的ホール (福山市三吉町南2-11-22)

県立広島大学 保健福祉学部保健福祉学科 講師 手島 洋 さん

応募方法
「成年後見制度講演会」並びに「市民後見人活動参加希望者オリエンテーション」に参加希望の方は、名前・住所・電話
（連絡先）・年齢を記載のうえ、メール・ハガキ、またはファックスにより８月６日(木)までに申込ください。

※車いす利用、手話・要約筆記利用の方などはその旨も合わせて記載してください。
社会福祉法人福山市社会福祉協議会 電話：084-928-1353 FAX：084-928-1331

地域共生社会推進課（権利擁護支援センター） メール：f-shakyo＠blue.ocn.ne.jp

〒720-8512 福山市三吉町南二丁目11番22号 ホームページ：https://www.f-shakyo.net

申込み
問合せ先

日 時

会 場

2026年(令和8年)8月8日(土) 15:10～15:50

(成年後見制度講演会終了後)

福山すこやかセンター1F 多目的ホール (福山市三吉町南2-11-22)

手話通訳・要約筆記あり

定 員 70名 (定員になり次第締め切り)参加費 無 料

市民後見人養成講座オリエンテーション

『成年後見制度』 と

『福山市における市民後見人活動について』

「市民後見人等養成講座」を受講し、市民後見人としての活動を希望される方向けのオリエンテー
ションです。福山市において、市民後見人として活動を希望される方は、「市民後見人等養成講座」
の集合型の受講(福山市内)を要件とします。日程・受講要件・受講後の流れ等の説明を行いますので
必ずご参加ください。
なお、事前に「市民後見人等養成講座に関する県民講座」(7/29実施)を必ず受講してください。

■主催：福山市、(社福)福山市社会福祉協議会

※福山市において、市民後見人として活動を希望される方は、①市民後見人等養成講座に係る県民
公開講座と②成年後見制度講演会の両方を必ず受講する必要があります。

成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方が、住み慣れた地域で自分
らしく安心して暮らし続けることを支援する制度です。
成年後見制度の担い手として、親族以外の第三者後見人（弁護士・司法書士・社会福祉士等）に加え、

「地域福祉」「市民参画」の視点をもって支援する新しい担い手である『市民後見人』の活動に期待が高
まっています。本講演会では、成年後見制度と福山市における市民後見人活動について学びます。

②
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